
警 犯罪被害給付制度

面識や関係性がない者等から受けた故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重

傷病もしくは障害という重大な被害を受けた方に対して、社会の運帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害

者等給付金を支絵し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

給付金は一時金として支総されます。

遺族総付金

犯罪被害者の収入とそ

の生計維持関係遺族の人

数に応じて算出した額

重傷病給付金

負傷又は疾病にかかつ

た日から3年間の医療費

自己負担額と体業損害を

考慮した額を含算した額

障害総付金

犯罪被害者の収入 と

残った障害の程度に応じ

て算出した額

ホ 再被害防止・ 保護制度

被書にあわれた方が、再度、同じ犯人等から被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や所要の警

戒措置を行うほか、ご要望に応じて犯人の釈放等に関する情報を提供しています。

また、犯人が暴力団等の場合は、保護に必要な措置を実施して、彼害の未然防止を図っています。

検察官が事件を裁判所に公判請求した後、被書にあわれた方やそのご家族 ||

おいて証人として証言していただくことがあります。

詳しくは担当の検察官等にご,確認くださしヽ。
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よ裁判に

証言をする際、不安や緊張を租ら1デるためご家族や支援者に付き添ってもらうこと

ができます。

被告人や傍聴人との間につしヽたてなどを置き、周りの視線を気にせず証言できるよ

うにします。

証言する際、日懸室からモニターを通じて証言することができます。
ビデオリング方式

被書にあわれた方やそのご家族の方は優先的に裁判を傍聴できる制度が設けられて

います。

被害にあわれた方やそのご家族の方が、刑事裁判に参加して被告人質問や被害につ

いての心情等の意見を述べることができます。

また、刑事裁判の参加を弁護士に委託し、援助を受けることや、資力が乏しい方 1ま

国選弁護制度を利用することもできます。

公判中の記録を被害にあわれた方やそのご家族の方が開覧・コピーすることができ

ます。

被書にあわれた方やそのご家族と被告人との間に租解が成立した場合、公判調書を

作成し、この公判調書を利用して民事裁判を起こさずして強制執行の手続きを取るこ

とができます。

■


